【コロナ感染時の対応について】
①指導者、団員及び同居家族が風邪症状、体調不良または発熱がある場合
＊指導者、団員及び同居家族は保健所または行政機関への連絡の上、担当学年コーチ、林代表または会長へ連絡する。
＊指導者、団員及び同居家族は、活動を自粛しできるだけ速やかに医療機関で診察・検査を行う。検査が難しい場合は、活動を一定期間自粛する。
②陽性の場合
＊陽性の場合、団員+同居家族は活動自粛とする。活動再開については、医師や保健所等の指示に従う。
＊団員の同居家族が陽性の場合、団員+同居家族は活動自粛とする。活動再開については、医師や保健所等の指示に従う。
*団員及び同居家族から陽性が出た場合は、担当学年コーチ、林代表または会長がその関係学年に名前を伏せて報告をする。
③濃厚接触者にあたる場合
＊保健所からの濃厚接触者（あり・無し）の発表に従い、該当学年団員の活動について判断する。濃厚接触判定は陽性者の発症日より2日前に遡るため、その間に行動を共にした関係者には発熱の旨を林代表・会長から伝える。
＊その他、感染者及び濃厚接触の疑いがある者は、最終接触があった日を0日として翌日から外出の自粛と健康観察を行う。また、4日目及び5日目に抗原検査による検査を行い、陰性であれば待機を解除できる。
④クラスター等で行政指導がない限り、団から個人名をプライバシー保護の観点から公表しない。
⑤学校（学年・学級）にて、濃厚接触の可能性がある場合
＊学級閉鎖の場合、該当学級の団員は活動自粛とする。学年閉鎖の場合も同様、該当学年の団員は活動自粛とする。兄弟姉妹については、学校の基準に従う。各家庭でしっかりと感染対策等行ったうえで活動に参加すること。また、自粛期間は、学校や保健所の指示に従う。
【団活動について】
①コロナ禍の中、室内での団活動を自粛する。
＊団活動において感染が心配な方は担当コーチへ連絡の上、個人の判断により欠席を認める。（その際のペナルティーは一切与えない。）
＊上記に該当しない場合は、感染防止に十分注意して活動を行う。
＊マスク着用及びアルコール消毒、検温、三密回避等の徹底を図る。
②団活動自粛については各サッカー協会及び行政の指示に従う。
③配車の際は、車内での飲食の禁止、マスクの着用、窓を2か所以上開け換気を行う。
【お願い】
[bookmark: _GoBack]団員、保護者、指導者ともに感染についての不適切な例え話、冗談等は絶対に口にしないよう、心がけてください。「患者、ご家族の人権と個人情報の保護にご理解をお願いします」
連絡先　　　代表：林　善一　（090-3048-0331）　　会長：萩野　有紀（080-3205-1248）
